
平成２５年度 第３回経営協議会議事要旨 

 

日 時  平成２５年６月１０日（月） １３時５８分～１５時３２分 

場 所  学長室 

出席者 （学外委員）井田委員，大平委員，沖田委員，川村委員，指山委員，中尾

委員 

（学内委員）佛淵学長，瀨口委員，中島委員，岩本委員，宮﨑委員，吉永 

委員，稲岡委員 

欠席者 （学外委員）古川委員 

 

・ 議事に先立ち，学長から，平成２５年度第１回及び第２回経営協議会（持ち 

回り審議）の開催について謝辞があった。また，平成２４年度第９回，平成 

２５年度第１回及び第２回の議事要旨の確認について依頼があった。 

 

 

【 審議事項 】 

 

（１）国立大学法人佐賀大学職員給与規定の一部改正について 

学長から，本件について，「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する 

法律」の施行により，本法人も「臨時特例（減額支給）に係る対応について」 

の方針を決定し減額支給を実施していたところであるが，除外していた附属学 

校の教員について，佐賀県職員の給与が減額されることに伴い附属学校教員に 

ついても減額支給対象とするものであり，平成２５年６月５日開催の臨時役員 

会で協議・了承されている旨等の説明があり，審議の結果了承された。 

 

（２）平成２４年度自己点検・評価書（案）及び平成２４事業年度に係る業務の実 

績に関する報告書（案）について 

学長から，本件について，本学独自に作成し公表する「平成２４年度自己点 

検・評価書」（案）及び平成２５年６月２８日までに国立大学法人評価委員会 

に提出する「平成２４事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（案）に関 

する案件である旨の説明があった。 

次いで，岩本理事から，自己点検・評価書（案）と実績報告書（案）の関 

連及び概要について，また，自己点検評価「Ⅱ」～「Ⅳ」となった年度計画に 

ついての内容及び提出までのスケジュール等の説明があった。さらに，平成２ 

５年６月５日開催の臨時役員会で協議・了承済みである旨，同６月２１日開催 

の教育研究評議会で審議する予定である旨，今後の手続は学長に一任いただき 

たい旨の説明があり，審議の結果了承された。 
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（３）平成２５年度国立大学法人佐賀大学補正予算（第１次）（案）について 

 学長から，本件は，平成２５年度補正予算（第１次）編成を策定する案件 

である旨の説明があり，今回の補正予算は，平成２５年３月１５日付けで承 

認になった平成２３年度の決算剰余金の繰越承認額を教育・研究充実積立金 

等の目的積立金とすること,「目的積立金の取扱いについて（平成２３年５月 

１１日役員会決定）」に基づき平成２２年度の目的積立金の繰越額と併せて新 

たな支出予算を講じること，また，平成１６事業年度財務諸表における誤謬 

により生じた現金残を附属病院再整備のために有効活用する（平成２５年５ 

月８日役員会決定）としたことから附属病院に配分するものである旨の説明 

があった。また，目的積立金の使途として，教育・研究充実積立金の事業計 

画に基づく教育研究プロジェクトの実施及び設備の整備費に７，９００万円，

ＩＣカード整備経費の一部支援に４００万円，キャンパス環境充実積立金の 

キャンパス環境管理事業費の一部支援に６００万円及び附属病院充実積立金 

の附属病院の再整備事業に１９億５，７００万円とする旨の説明があった。 

さらに，留意事項として，本学の給与削減措置において除外職員として給 

  与削減は行わず，給与削減相当額について本学（法人本部）が負担すること 

としていた附属学校の教員の人件費については，今後，佐賀県の動向とあわ 

せて，当該影響額による人件費予算の補正等対応を検討する必要がある旨， 

平成２５年６月５日開催の臨時役員会で協議・了承されている旨の説明があ 

り，審議の結果了承された。 

 

（４）平成２４事業年度決算について 

    学長から，本件は，平成２４年度財務諸表等について，文部科学大臣に提出

をし，承認を受けようとする案件である旨の説明があり，当期総利益は，対前 

年度１，０７０百万円減の１，２９９百万円となっていること，退職手当の支 

出額増１５０百万円が発生したため，本部予算の増収分及び予算残９１百万円 

と附属病院の収入増及び予算残５９百万円で立て替え，これに充てること，こ 

の立て替え分については，退職手当予算の不足分が予算措置される平成２７年 

度において精算を行い，本部，附属病院に返還すること，その結果，決算剰余 

金は，７１２百万円（附属病院分６０５百万円，その他分１０７百万円）であ

る旨，また，平成２５年６月５日開催の臨時役員会で協議・了承されている旨

の説明があり，審議の結果了承された。 

 

（５）平成２６年度概算要求事項について 

   学長から，本件は，平成２６年度概算要求に向けて，組織整備，特別経費（プ 

ロジェクト分，全国共同利用・共同実施分，基盤的設備等整備分（設備マスタ 

ープラン含む））について，要求事項・順位の決定並びに施設整備費補助金及 

び施設費交付事業の一部要求の変更を行うものである旨の説明があり，部局か 
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ら要求があった平成２６年度概算要求事項について，プロジェクト分について 

は，教育室及び学術室で精査・検討を行い，要求に際して文部科学省との事前 

相談を行ったところであり，また，基盤的設備等整備分については，設備マス 

タープランを踏まえ，教育室，学術室及び病院経営室において精査・検討を行 

い，優先順位が付与されたものである旨の説明があった。 

さらに，施設整備費補助金及び施設費交付事業費について，文部科学省との 

調整の結果，メディアセンター（仮称）を重点事業から外すことで一部要求事 

項の変更を行う旨，平成２５年６月５日開催の臨時役員会で協議・了承されて 

いる旨及び今後の変更があった場合には，学長に一任いただきたい旨の説明が 

あり，審議の結果了承された。 

 

（６）その他 

   特になし。 

 

 

【 報告事項 】 

 

（１）美術館設置に関する進捗状況等について 

   学長から，平成２５年９月末に完成予定である佐賀大学美術館について，現 

在の進捗状況の説明があった。また，美術館設置に関する寄附について，本学 

同窓会や各種団体等への依頼状況について報告があり，今後とも本寄附につい 

ての御理解と御協力をいただきたい旨の依頼があった。 

 

（２）国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可に 

ついて 

   岩本理事から，本件は，経済学部収容定員の減に伴い，本学の計画（中期計 

画）の変更を平成２５年１月２８日付けで文部科学大臣へ認可申請していたも 

のであり，同年３月２９日付けで認可された旨の報告があった。 

 

（３）平成２５年度会計監査人の選任について 

学長から，本件について，本学から３法人を選考し，文部科学省へ提出して 

いたところ，平成２５年５月２９日付け文部科学省からの通知により，本学の 

平成２５年度会計監査人に「新日本有限責任監査法人」が選任されたこと，ま 

た，平成２５年度から２７年度までの３ケ年の複数年選定である旨の報告があ 

った。 

 

（４）その他 

   特になし。 
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【 意見交換 】 

 

◎大学入試改革に向けた検討 

学長から，本学の入学者選抜の状況と実態，また入試改革の取組に関する説明

の後，意見交換を行いたい旨の発言があった。 

まず１８歳人口の減少等，我が国の大学入試を取り巻く課題点，これを踏まえ

本学における入試の課題点として入学後の学生の質に関する問題，入試制度に関

する問題，入試問題（問題作成）に関する問題の３点について，併せてその検討

状況について説明があった。また，大学改革実行プランの提言や教育再生実行会

議での議論等の大学入試改革に係る最近の動向の紹介，本学の志願者数，出身県

の内訳等の志願状況について説明があった。 

 

次いで，意見交換を行い，委員から次のような意見等が出された。 

（●は学外委員の意見等，○が学内委員の説明等） 

 

● 自分も大学入試は強く記憶に残っている。これまでの入試制度は，大量の知

識を求めるものであり，大衆社会を形成するために一定の成果を上げてきたこ

とは間違いない。 

今後の大学入試については，国立大学全体で考える場合，東京大学と京都大

学がどのようなスタンスを取るかに影響されるだろう。そして佐賀大学単独で

考える場合，英語力の位置づけが非常に重要であると考える。佐賀大学が修得

させる英語力とは，英語で論文を読み書きできる力なのか，英語でコミュニケ

ーションが取れる力なのか，そうした位置づけを明確にして取り組むことが重

要ではないか。 

質問だが，佐賀大学における英語力とはどのような位置付けか。また，秋田

の国際教養大学が成功事例として挙げられることが多いが，佐賀大学ではこれ

をどのように捉えているか。 

 

○ 本学では教育の質保証にあたり，これまで学内における客観的評価の指標が 

乏しいことが課題だった。そこで全学的に取り組みやすい科目である英語から

着手することとしたが，大学のサポートが無ければ学生の意欲も低く成果が表

れない懸念があったため，動機づけの意味も含めて，今年度の入学生から TOEIC

を導入，全員に受験を課したところである。 

秋田の国際教養大学については，一学年２００名弱，そのうち半数が留学生

という特殊な大学の事例であり，全学的に同様の形式をとることは経費の面か

らも難しい。文化教育学部の国際文化課程等であれば導入できるかもしれない。

理工学部の STEPSの学生への取組や国際交流推進センターの事業等，いただい

た意見を是非参考にしたい。 
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● 留年率や退学率等はどうか。 

 

○ 様々な視点から見たデータがあるが，一例をあげれば，理工学部では４年間 

で卒業できない学生が２５％ほどいる。継続的に状況の把握，分析を行い，そ

の要因を探っているところだが，調査を行う中でこれまでの通説が変化してき

た事例もある。 

 例えば，後期日程合格者はモチベーションが低く学力が低い傾向にあると考

えられてきたが，詳しく調べてみると成績は良く留年率も低いことが分かった。

そのため，こうした学生のモチベーションをいかに上げるかに注力すべきであ

るということが分かった。この他にも様々なデータを分析しており，本学が抱

える課題に対しどのように対応すべきかを判断する上で重要なデータを集め

ているところである。 

 

● 先ほど話に挙がった英語力は入学時に必要な能力か，それとも卒業時までに 

身に付けさせる能力か。 

 

○ 現在は大学入試には用いていない。卒業時に必要な能力として考えている。 

教養教育科目として，一年次に TOEICを受験，二年次に再度受験させ，その

伸び率をもって学力の状況を判断しようと考えている。 

 

● モチベーションを高めるためにも，何らかの目標設定が必要ではないか。 

 

 ○ 全学部に一律の目標を設定する，又，卒業要件とすることは現実的に難しい 

ところだが，先ほど話した国際文化課程等であれば可能かもしれない。 

 

● 入社試験の役員面接で学生に話を聞くと，ゆとり教育の問題が大きかったと 

いう声があった。これは改善されつつあると考えられる。もう一つ，英語教育

ができていなかったという反省が，自分たちの中にもあるようだ。学生のニー

ズとしても英語に関心があるのは間違いなく，それを引き付けることが重要だ

ろう。 

その一歩として TOEICを導入するのはいいとして，しばらく状況をみて，先

ほど話に挙がったように実践英語としては不十分な点があることは否めない

ので，英語のみのディスカッションの授業時間を設ける等，別の方法による英

語力の向上を図る必要があるだろう。TOEIC や TOEFL だけで英語のコミュニケ

ーション力を身に付けさせることは難しい。 

 

○ １つの指標として TOEICの得点を見ることができればいいと考えている。 

また，一部の企業等では，採用試験時に TOEFLの得点に応じて判定に加算さ
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れるとの話も聞いている。そのように，努力した結果が報われるような体制が

取られることを期待している。 

 

● 自分が大学を受験した時代は，以下に落とすかという観点で作られていたと 

記憶している。この点は，現在改善されたのだろうと思うが，学力を正確に判

定できる問題を作成することが重要と感じている。 

また，英語を必要とするような商社に就職した学生も，在学時に英語ができ

たわけではなく，就職後必要に迫られて修得したのだろうと思う。むしろ，日

本語力を高める必要がある学生も多いのではないか。 

 

● 数年前から中国人学生の雇用を進めているが，彼らは中国語と日本語，さら 

に英語を話すことができ，非常に優秀である。今後日本の学生は，彼らと就職

戦線を戦う時代が来ることを考えると，教育する大学も大変であろうと感じる。 

また，佐賀大学は，九州大学は別だが，まず九州地域の中で選ばれるように

ならなくてはいけない。優秀な学生が集まるような仕組み，体制を構築できな

ければいけないと感じる。 

また，先ほど同じ意見があったが，日本語でしっかりと考える，思考する能

力が必要と感じている。 

 

● 国際交流についても，多種多様な交流の仕組みを準備できるかが重要だろう。 

 

● 手を入れるのは早ければ早い方がいい。遅れればそれだけ状況は悪くなる。 

 

○ 本学では，グローバル人材の育成を進めており，ネイティブスピーカーによ 

る留学支援や国際交流実習等の取組を行っている。ただし，会話を中心に教育

した場合に英語で書く，また読むことが十分でない学生が出てくるという懸念

があるため，バランスを取りながら進めていていきたいと考えている。 

 

 

以 上 


